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はじめに
　
　本稿はユネスコによって進められている「高等教育
機関におけるデジタル統合評価研究プロジェクト」の
一環として、ユネスコアジア文化センター (ACCU) の
依頼を受けて執筆するものである。具体的には、日本
の高等教育機関における DX（デジタルトランスフォー
メーション）の現状、教育・学習プロセスへの影響、
教育者・学生のデジタル・コンピテンシー育成といっ
た 3 つの側面から、具体的なケースを検討するもので
ある。
　なお、DX の学術的に評価の定まった定義としては、
Stolterman らによる定義、すなわち「デジタル技術が
人間生活のあらゆる側面に引き起こす、あるいは影響
を及ぼす変化」であり、「情報技術によって、また情報
技術を通して、私たちの現実が徐々に混ざり合い、結
びついていくこと」(Stolterman & Fors 2004:689) を挙
げておきたい。Stolterman らの定義は、テクノロジー
が日常生活全体に与える変革に焦点を当てており、マ
ルクス主義を土台とした批判理論の影響を受けたもの
である。彼らは「批判的な立場、すなわち『良い生活』
の探求においてテクノロジーを批判的に検討しうると
いう視点を推し進める研究アプローチ」の重要性を指
摘する (Stolterman & Fors 2004:691)。DX という概念
に内在するテクノロジーに対する批判的視点は、ユネ
スコのデジタル教育政策にも貫かれており、日本にお
ける教育 DX(digital transformation in education) を検討
する際には、この視点が欠かせないといえる。
　すなわち、DX 評価は、①全体性（一部のデジタル
化ではなく、組織や社会全体のデジタル化であるこ
と）、②生活向上（市民や構成員の生活の質的向上を
もたらすこと）、そして③批判的視点（批判的主体形
成の視点があること）の 3 点から行われる必要があ
る。とりわけ、③については、デジタル・コンピテン
シー育成の質に関わるものである。この観点について
は、大学の授業のみならず、大学・学術図書館による
学習支援が大きな役割を果たすことも忘れてはなら
ない。例えば、アメリカ図書館協会から 2021 年に出
版された『学術図書館におけるデータリテラシー：数

字で批判的思考を教える』では、「知識と同時に、学
生は批判的な目でデータを見ることを学ばなければ
ならない」と述べられており、デジタル時代の大学
図書館の新たな役割が指摘されている (Bauder et al., 
2021:13)。とりわけ、2022 年 11 月に生成 AI の一つ
である ChatGPT が登場して以来、高等教育機関にお
けるデジタル・コンピテンシー育成のあり方が大きく
変わりつつあり、大学・学術図書館もこのような状況
に対応することが求められている。
　本稿は、上記の視点から、政府および文科省の高等
教育 DX 政策を外観し、その特徴を整理するとともに、
ケーススタディとして筆者が所属する法政大学を取り
上げ、3 つの側面のうち、主として DX 政策の現状を
まとめる。
　
１．政府による高等教育ＤＸ政策
　
　日本の政府は 2016 年に「第 5 期科学技術基本計画」
を発表し、「超スマート社会」の実現をめざした科学技
術政策を提示するとともにこの基本計画に対応した大
学の取り組みの必要性を指摘した（内閣府 2016）。政
府の政策に DX という用語が登場したのは、2018 年で
ある。経済産業省は「デジタルトランスフォーメーショ
ンに向けた研究会」を設置し、2018 年 12 月に「DX
推進ガイドライン」を発表した。このガイドラインで
はデジタルトランスフォーメーション (DX) を「企業が
ビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタ
ル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品
やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業
務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変
革し、競争上の優位性を確立すること」と定義してい
る（経済産業省 2018:2）。
　政府は 2020 年 7 月 17 日に「世界最先端デジタル
国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」および「経
済財政運営と改革の基本方針 2020 ～危機の克服、そ
して新しい未来へ～」を発表する。これらの文書では、
経産省の研究会が提示した DX が正式に政府の政策に
導入された。
　前者の文書では、「新型コロナウイルス感染症の感染
拡大の阻止に向けた IT の活用」と「デジタル強靱化に
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よる社会構造の変革・社会全体の行動変容」という二
つの課題を挙げ、「IT をユーザーの自律的な判断・行動
を支援するツールとし、本格的・抜本的な社会全体の
デジタル化を進める必要」があると述べている。そして、

「治療薬やワクチンの開発・普及へのデータの活用、雇
用・家計・事業を守る」ために、「デジタルトランスフォー
メーション (DX)」が必要だという。
　ここで用いるデジタルトランスフォーメーション
(DX) とは「将来の成長、競争力強化のために、新たな
デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出・
柔軟に改変すること」であり、「企業が外部エコシステ
ム（顧客、市場）の劇的な変化に対応しつつ、内部エ
コシステム（組織、文化、従業員）の変革を牽引しな
がら、第 3 のプラットフォーム（クラウド、モビリティ、
ビッグデータ / アナリティクス、ソーシャル技術）を
利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモ
デルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクス
ペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上
の優位性を確立すること」だと定義している（内閣 IT
総合戦略室 2020:1）。先に挙げた経産省の定義と同様
に、ビジネスの分野に偏った定義であり、学術的に一
般化した定義とは乖離したものとなっている。
　高等教育については多くのページが割かれているわ
けではないが、「数理・データサイエンス・AI に関す
る知識と技能を全ての国民が育み、あらゆるレベルで
リテラシーを持つ人材を育成」するために、「小中高校
における教育環境の整備や社会人のリカレント教育を
含めたリテラシー教育、大学・高等専門学校における
応用基礎教育及び実課題を AI で発見・解決する学習中
心の実践的な課題解決型 AI 人材育成などのエキスパー
ト教育に取り組む」と述べられている（内閣 IT 総合戦
略室 2020:68）。
　この文書では、大学教育の DX について、以下のよ
うに述べられている。
　

　STEAM 人材の育成に向けて、教育・研究環境のデ
ジタル化・リモート化、研究施設の整備、国内外の
大学や企業とも連携した遠隔・オンライン教育を推
進するとともに、データサイエンス教育や統計学に
関する専門教員の早期育成体制等を整備する。（内閣
府 2020:28）。

　
　このように、日本の DX 政策の基本的な考え方は経
産省の研究会から始まり、それは高等教育政策にも影
響を与えている。大学教育においても、STEAM 人材の
育成やデータサイエンス教育や統計学に関する専門教
員の早期育成といった視点の重視は、その表れである
と考えられる。
　

２．教育再生実行会議の政策
　
　内閣官房には、教育について検討を行う教育再生実
行会議が設置されている註1。この会議においても「デ
ジタル化タスクフォース」が設置され、2020 年 10 月
21 日に第一回の会合が開かれた。内閣官房は首相の補
佐機関であり、政権に最も大きな影響を与える機能を
持っている。教育再生実行会議と後述の文科省内部に
設置された「デジタル化推進本部」は、相互に影響を
与えつつ、日本の教育分野におけるDXを推進している。
教育再生実行会議には、初等中等教育と高等教育の二
つのワーキンググループが設置されていたが、教育の
デジタル化に関わる問題について検討し、両ワーキン
ググループの議論に資するため、両委員会の一部の委
員の合同による「デジタル化タスクフォース」が作ら
れた註2。同タスクフォースは 2020 年 10 月 21 日から
2021 年 4 月 2 日まで 5 回の会合が開かれた。第一回
の会議では、以下の 5 つの課題が論点の例として挙げ
られた。
　

⑴　学習履歴（スタディ・ログ）等の利活用
⑵　教育ビッグデータの効果的な分析・利活用の推

進
⑶　ICT 活用の抜本的拡充に対応した情報通信基盤

の 在 り 方（SINET(Science Information NETwork)
の活用等）

⑷　デジタル技術による教育手法や学務の高度化・
効率化

⑸　デジタル化の担い手となる人材の育成（数理・
データサイエンス・AI 教育の推進）

　
　第 5 回の会合では、文科省による「デジタルを活用
した大学・高専教育高度化プラン」が提示されるとと
もに、教育再生実行会議の第 12 次提言案が検討された。
この提言にデジタル化タスクフォースの議論も反映さ
れている。この提言は 2021 年 6 月 3 日に「ポストコ
ロナ期における新たな学びの在り方について」として
公開された。提言の内容は多岐に渡るが、全体は以下
の 4 つの章によって構成されている。
　

１． ニューノーマルにおける初等中等教育の姿と実
現のための方策

２． ニューノーマルにおける高等教育の姿、国際戦
略と実現のための方策

３． 教育と社会全体の連携による学びの充実のため
の方策

４． データ駆動型の教育への転換～データによる政
策立案とそのための基盤整備～

　

6



　高等教育の DX については第 2 章に含まれており、
その中で以下の 6 つの提言を行っている。なお、以下
の文章は筆者による要約である（内閣官房 2021:18-
28）。
　
⑴　遠隔・オンライン教育の推進

　反転学習や対面とオンラインを同時に行う授業、
オンラインと地域実習を組み合わせる授業など、多
様なハイブリッド授業を促進する。そして、遠隔・
オンライン教育の単位修得の柔軟化の検討を行うと
ともに、通学制と通信制の区分を含めた大学設置基
準の在り方や設置認可制度、認証評価制度の見直し
など、時代に即した質保証システムを検討する。

⑵　教学の改善などを通じた質の保証
　大学の終了時までに必要な能力の修得を保証する
ために、データの収集・分析、調査研究を行い、効
果的な教育実践の方法を明らかにし、その知見の蓄
積と共有を図る。そのためには同一の学生を長期に
わたって追跡したデータを構築し、行政データと大
学の業務データを照合して研究に活用する。

⑶　学びの複線化・多様化
　通信制課程での遠隔・オンライン教育の積極的活
用。社会・経済活動のニーズに対応したリカレント
教育を推進するため、大学院における高度な専門教
育への遠隔・オンライン教育の積極的な活用やマイ
クロクレデンシャル (micro credential) を提供する。

⑷　デジタル化への対応（学務・教務等のデジタル化、
デジタル化を担う人材の育成）
　学修歴証明書のデジタル化に関する実証実験等の
実施、学修歴証明書のデジタル化を普及、活用促進
を図る。全学的な数理・データサイエンス・AI 教育
の教材等の開発、教育に活用可能な社会の実課題・
実データの収集・整備等の実施を支援し、全国の大
学等への普及・展開を図る。産業界と連携し、AI ×
専門分野やデータの社会実装を進めるための高度専
門人材を育成する教育を推進。AI で社会課題等を解
決できる実践力の修得を目指した教育プログラムの
認定制度（応用基礎レベル）の創設。

⑸　学生等への支援の充実
　高等教育無償化等の実施状況の検証を行い、中間
所得層における高等教育機関へのアクセス状況等を
見極めつつ、その機会均等について検討する。障害
のある学生に対する各大学等の修学・就労支援体制
の整備を促進するとともに、大学等と関係機関の連
携を促進し、障害のある学生の修学を支援する。

⑹　施設・設備の整備の推進
　「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」の実現
を目指して、「第 5 次国立大学法人等施設整備 5 か
年計画」に基づき、継続的な支援を行う。国立大学
法人等は、戦略的な施設整備や施設マネジメント等

を通じて、計画的・重点的な施設整備を進める。
　
　さらに第 4 章は、政府全体のデジタル化の一環と
しての教育のデジタル化の方向性を示すものであり、

「データ駆動型の教育」への転換を主張する（内閣官房 
2021:41-43）。具体的には、第一に、「データによる政
策立案」であり、EBPM(Evidence based Policymaking)
の推進とデータを収集・分析するための調査の充実で
ある。そして、①子どもの成長過程を解明するための
長期的な縦断調査（学校卒業後のデータの把握を含む）、
②学校単位の各データの紐づけと定点観測のための継
続的なデータ収集、③教師のデータの統合と調査、④
ランダム化比較試験を含む実証分析の積極的な活用の
検討を挙げている。
　第二に、「教育データ基盤の整備」である。具体的に
は、教育データの標準化の推進やユニバーサル ID およ
び認証基盤のあり方の検討、全国をつなぐ超高速・大
容量ネットワークと研究データの管理・利活用の基盤
を併せ持つ 次世代学術研究プラットフォームの活用も
含めた安定的なデータ流通の在り方の検討、「教育デー
タサイエンスセンター」の研究体制の充実が盛り込ま
れている。
　
３．文部科学省による高等教育ＤＸの展開
　
　文部科学省高等教育局は 2020 年 6 月に「大学教育
デジタライゼーション・イニシアティブ（Scheem-D）」
を立ち上げた。Scheem-D は「Student-centered higher 
education ecosystem through Digitalization」を略した
用語である。同局は「大学教育のデジタライゼーション・
イニシアティブ（Scheem-D）～ With コロナ / After 
コロナ時代の大学教育の創造～」の中で、効率化を行
うデジタル化（Digitization）とデジタライゼーション

（Digitalization）を区別し、後者は「デジタル技術を活
用して新たな利益や価値を生みだす機会を創出するこ
と」であると指摘する（文部科学省 2020a:6）。その上
で、このプログラムはデジタル技術を用いた授業をす
ることではなく、「デジタル技術を上手に活用して、圧
倒的に高い学修到達度の達成や、自発的な学び・気づ
きの効果的な誘導、現場実習・実験に近い経験の機会
確保など『授業の価値を最大化』すること」であると
述べている（文部科学省 2020a:7）。
　このプログラムは大学教育の DX を大学教員と民間
企業の協働によって推進することをめざすものである。
具体的には、大学の教職員や学生が、デジタル機器活
用のアイデアをピッチイベントで発表し、そのアイデ
アに賛同する ICT 企業や資本家が資金を提供する。そ
してその資金をもとに授業を行い、プロセスや成果を
発信する。Scheem-D は、民間資金を活用する枠組みで
あり、政府からの支出を抑えることをめざしている。
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　文部科学省はさらに、2020 年 9 月 25 日に当時の萩
生田文部科学大臣を本部長とする「デジタル化推進本
部」を設置した。この組織は行政内部の官僚組織であり、
前述の教育再生実行会議と連携しながら、その実行を
担う役割を有していた。当初の推進事項としては次の
3 点が挙げられた（文部科学省 2020b:2）。
　

　(1) 教育におけるデジタル化・リモート化の推進
　(2) デジタル社会を駆動する先端科学技術の推進と
その実装による新産業創造・社会変革の推進
　(3) その他文部科学行政におけるデジタル化の推進
のために必要な事項

　
　その後、12 月 23 日に 2 回目の会合を開き、「文部
科学省におけるデジタル化推進プラン」を発表した。
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) パンデミックの
影響を受け、公立小学校中学校の児童生徒一人一台の
タブレット端末を配布する「GIGA スクール構想」が前
倒しされ、2020 年度中の配備を目指すこととなった。
さらに、高等教育については、デジタル技術の大胆な
導入をめざすこととされた。具体的には次の 4 点であ
る（文部科学省 2020c:9）。
　

　(1) デジタル技術を活用した高等教育の高度化・成
果の普及
　・大学・高等専門学校において、デジタル技術を
大胆に取り入れたポスト・コロナ時代の教育手法の
具体化・成果の普及を図るための環境整備を推進。
デジタル技術を活用し、高い学習成果の達成や、自
発的な学び・気づきの効果的な誘導、現場実習・実
験に近い経験の機会確保など授業の価値を最大化す
る機運を醸成し、全国への浸透を促進するための取
組を実施。
　・対面とオンラインのハイブリッドによる質の高
い教育の推進に向け、教育再生実行会議等における
議論を踏まえ、検討を進める。
　(2) 国立大学法人等におけるハイブリッド教育研究
環境の整備
　対面教育と併せて、オンライン教育を効果的に実
施できるよう、キャンパス内の基幹回線や電源の強
化、教室等における換気空調の整備などハイブリッ
ド教育の提供のために必要な環境整備を推進する。
　(3) 数理・データサイエンス・AI 教育の推進
　デジタル時代の「読み・書き・そろばん」である「数
理・データサイエンス・AI」の基礎などの必要な力
を全ての国民が育み、あらゆる分野で人材が活躍す
る環境を構築するために必要な取組を引き続き推進。
　(4) 大学入学者選抜におけるデジタル活用等に向け
た検討
　大学入学者選抜におけるCBTの活用に向けた研究・

開発等を進めるほか、「情報Ⅰ」の出題を含む令和 6
年度以降の大学入学共通テストの出題教科・科目に
ついて、様々な関係者からの意見や「大学入試のあ
り方に関する検討会議」での取りまとめ等を踏まえ
て、来年夏頃を目途に決定・公表。

　
　「文部科学省におけるデジタル化推進プラン」は、
COVID-19 流行の影響を受けて、対面とオンラインの
ハイブリッド型の教育の推進が掲げられていること、

「数理・データサイエンス・AI」への対応が強調されて
いる点に特徴がある。
　文部科学省は、「文部科学省におけるデジタル化推進
プラン」における高等教育に関する方針に基づき、翌
年 1 月 15 日より、2 月 1 日まで、「デジタルを活用し
た大学・高専教育高度化プラン」の公募を行った。公
募要領によると、その目的は、「大学等においてデジタ
ル技術を積極的に取り入れ、『学修者本位の教育の実
現』、『学びの質の向上』に資するための取組における
環境を整備し、ポストコロナ時代の高等教育における
教育手法の具体化を図り、その成果の普及を図ること」
である（文科省 2021a:1）。そして、次の 2 つの取り組
みに対する事業を公募した（文科省 2021a:2）。
　

　【取組①】「学修者本位の教育の実現」
　（取組例）遠隔授業による成績管理を発展し、学修
管理システム（LMS）を導入して全カリキュラムに
おいて学生の習熟度等を把握。蓄積された学生の学
修ログを AI で解析し、学生個人に最適化された教育

（習熟度別学修や履修指導等）を実現
　【取組②】「学びの質の向上」
　（取組例）VR（Virtual Reality）を用いた（対面で
はない）実験・実習を導入するなど、デジタルを活
用して、これまで困難と思われていた内容の遠隔授
業を実現。更に、自大学等のみならず、開発した教
育システムやデジタルコンテンツ等を他大学等と共
有・活用

　
　2021 年 3 月 11 日に採択の結果が公表された。二つ
の取り組みを合わせて 252 件の応募があり、そのうち
54 件が採択となった。内訳は、取組①が 44 件、取組
②が 10 件であった。筆者の所属する法政大学も採択
された。取組名称は「HOSEI Hi-DX による個別最適化
された学び～法政モデルの実践」である。
　文部科学省は審査後「デジタルを活用した大学・高
専教育高度化プラン事業委員会所見」を公表している

（文部科学省 2021b）。同所見によると、以下 4 点の選
考基準をもとに審査したという。① DX 推進に向けた
現状分析、目標・課題の設定、②推進計画の具体的内
容及び実現可能性、③推進計画の先導性、先駆性及び
普及可能性、④推進計画の実施による全学的効果である。
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　また、応募事業を活用して実施する取り組みについ
ては、以下の 4 点を選考基準とした。すなわち、①取
組の具体的内容及び実現可能性、②「DX 推進計画」に
おける取組の位置付け、③取組の先導性、先駆性及び
普及可能性、④取組実施後の教育効果の測定及び検討
方法である。その上で、採択された事業について、「個
人情報の取扱いに配慮しつつ、これらのデータを活用、
連携することで、学生個人により適した教育、エビデ
ンスに基づく教育の実現が図られる一方、蓄積される
データの管理・運用をどうするか、データの利活用に
係る運用方針をどう定めるかなどの新たな課題」に対
処するように求めている。
　さらに、「正課内外の授業や教育活動に限らず、学び
の重要な要素である学生同士や学生と教員との交流や
議論なども含め、デジタルの特長を生かして教育を改
善し、学生にとってより良い学修機会を提供すること
がニューノーマルの大学等のあり方として強く求めら
れている。その実現に向けて、全ての大学等が真摯に
取り組むことを切に期待する」と結んでいる（文部科
学省 2021b:2-3）。ここには、政府の DX の定義とは異
なり、学生の「より良い学修機会」の提供という要素
が含まれていることに留意すべきであろう。
　
４．日本の高等教育ＤＸ政策の特徴
　
　本稿、冒頭に述べたように、Stolterman らの DX の
定義を前提にするならば、経産省の研究会から始まる
日本の高等教育における DX 政策はそれとは大きく異
なるものだと言える。政府は「世界最先端デジタル国
家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(2020) に
おいて、「将来の成長、競争力強化のために、新たなデ
ジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出・
柔軟に改変すること」と定義するが、ビジネスモデル
という用語からもわかるように、ビジネスの分野に偏っ
ており、市民生活の質的向上との関連性が見られない。
このような見方には Stolterman らによる人間の日常生
活に与える影響に対する批判的理解という視点が欠け
ている。また、DX は、本来の意味によれば、決してビ
ジネスを目的とするものではない。そのため、日本にお
ける高等教育における DX の評価は慎重に行わなけれ
ばならない。すなわち、市民や教職員・学生の多様な
生活向上への探求という視点からの批判的分析・考察
を合わせて行う必要がある。すでに、前章で触れたよう
に、文部科学省の高等教育 DX 政策は必ずしもビジネ
ス分野に偏っているわけではない。学修の質の向上と
いう要素が含まれていることも意識するべきであろう。
　また、教育・学習プロセスへの影響や教育者・学生
のデジタル・コンピテンシー育成といった視点から見
ると、教育再生実行会議の「第 12 次提言」や「文部
科学省におけるデジタル化推進プラン」の内容及び政

策の実施状況を中心に検討する必要がある。とりわけ、
教育再生実行会議の提言では、「遠隔・オンライン教育
の推進」や「学びの複線化・多様化」、「デジタル化へ
の対応」に注目する必要がある。また「文部科学省に
おけるデジタル化推進プラン」では、「デジタル技術を
活用した高等教育の高度化」と「ハイブリッド教育研
究環境の整備」が、「教育・学習プロセスへの影響」と
関連していると考えられる。さらに「文部科学省におけ
るデジタル化推進プラン」における「数理・データサイ
エンス・AI 教育の推進」は、「教育者・学生のデジタル・
コンピテンシー育成」と関連していると考えられる。
　ユネスコはデジタル・コンピテンシーについて、ICT
スキルを超えた包括的な能力であり、「脅威を最小化
し、それに対処するための適切な措置を講じる能力と
ともに、ICT を活用するスキル、協働スキル、市民参加、
創造的生産、他者との尊重ある関わりといった分野に
おいて、インターネットによってもたらされる機会を
積極的な成長のために活用するための認知的・社会情
緒的能力を包含する」と述べている。そしてこの概念
はユネスコが進めるデジタル・シティズンシップ概念
と深い関係がある。ユネスコは上記の文に続いてデジ
タル・シティズンシップの定義を紹介している。それ
によれば、デジタル・シティズンシップとは、「情報
を効果的に見つけ、アクセスし、利用し、創造するこ
と、能動的、批判的、繊細かつ倫理的な方法で、他の
ユーザーやコンテンツと関わることができること、そ
して、オンラインと ICT 環境を安全かつ責任を持って
航行し、自分自身の権利を自覚すること」と定義して
いる (UNESCO 2019:2)。
　ユネスコのデジタル・シティズンシップの定義はす
でに総務省や中央教育審議会の議論でも使われている。
例えば、総務省では「メディア情報リテラシー向上施
策の現状と課題等に関する調査結果報告」(2022) にお
いて、ユネスコのデジタル・シティズンシップの定義
が紹介されており、情報通信政策部会による「2030 年
頃を見据えた情報通信政策の在り方」最終答申 (2023)
では、そのデジタル・シティズンシップ概念が取り上
げられている。
　また、文科省「第 11 期中央教育審議会生涯学習分
科会における議論の整理」(2022) では、「公民館や図
書館における全ての世代のデジタルデバイド解消をは
じめとする社会的包摂に関連する取組等を推進するこ
と」の重要性を指摘しつつ、「デジタル・シティズンシッ
プを育むための教育の側面にも配慮すべき」と述べる
とともに、このデジタル・シティズンシップの解説と
して、ユネスコの定義が紹介されている（文部科学省 
2022）。
　このように、政府の政策は決して強固な一枚岩では
なく、経済界の影響を強く受けた DX 政策が推進され
る一方で、省庁によって違いはあるものの、ユネスコ
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の考え方が政策に反映される状況も見られる。このこ
とは、高等教育政策においても同様であり、初等中等
学校以上に独立性の高い高等教育機関は政府の政策の
影響が直接反映されるわけではなく、教育機関ごとの
学風や独自性についても考慮する必要がある。
　
５．法政大学におけるＤＸ政策
　
　法政大学は自由民権運動が高揚した 1880 年、東京
都心に私立の法律学校として設立された。設立したの
はエリートではなく、20 代の無名の若者たちであり、
彼らが学んだのは個人の尊厳の尊重を基礎とするフラ
ンス法であった。そのため、法政大学は設立時から自
由を重視するリベラルな学風を有している。3 つのキャ
ンパス、15 の学部、3 学部の通信教育課程、15 の大
学院と 2 つのインスティチュート、2 つの専門職大学
院があり、約 35,000 人の学生、約 5,700 人の通信教
育学生と約 770 人の専任教員が在籍する総合大学であ
る。
　法政大学は 2014 年から 2030 年を目標に長期ビジョ
ンの策定を始め、2016 年に「HOSEI2030」構想を発
表するとともに、2017 年 3 月に「アクション・プラン」
をまとめた。さらにこれらを実行に移すために 2022
年度から 2025 年度までの「第二期中期経営計画」を
策定し、2022 年 4 月に公表した。この中には DX に関
わる「情報化戦略の構築と実現」が含まれており、以
下のように記述されている（法政大学 2022:24-25）。
　

　社会はディジタル化が進み DX と呼ばれるディジ
タル技術導入による変革が急速に進行している。教
育 DX はもちろんのこと学務の DX も進める必要が
ある。一方、DX の進展に伴い、サイバー攻撃など
のセキュリティリスクが高まって来ている。このような
状況にあって、本学の ICT 事業に対する基本的な方
針（「ICT 基本戦略」（仮称））を制定し内外に示す。
この ICT 基本戦略（仮称）に基づいて、ICT 事業の
運用体制を整備するとともに ICT 事業を実施し、適
正かつ効率的な投資を実現する。また、サイバーセ
キュリティ対策を万全に行うことにより、学生、教
職員が安心して利用できる教育研究環境の実現を目
指す。
　【取組施策】
　■適正かつ効果的な ICT 投資・運用の実現
　■安心安全な ICT 環境の実現

　
　2023 年度の事業計画書によると、この年度中に上
記の「ICT 基本戦略」を策定・実施することとなって
いる（法政大学 2023a:6）。2023 年 5 月には「第二期
中期経営計画 2022 年度点検結果報告」を公開した。
DX に関連する内容としては以下の成果が挙げられてい

る（法政大学 2023b:2）。
　

　①教育プログラムや授業科目を所属学部に関わら
ずすべての学生が履修しやすくするために、2023 
年度に「全学共通教育プラットフォーム」を開設す
ることとした。
　②多摩キャンパスの学生地域交流を発展させて、
学部連携による教育研究プロジェクトの一環として
2023 年度にソーシャル・イノベーションセンター
を設置することとした。
　③ 2023 年度以降のオンデマンド授業の運用のガ
イドラインを定めた。
　④教学 DX 推進計画の一環として学修成果を可視
化するために「法政大学学修成果可視化システム」

（Hosei Assessment of Learning Outcomes、 呼称 :Halo
（ハロ））を稼動させた。
　⑤学生が発案したプログラムを基盤とする「未来
教室サティフィケートプログラム」を 2023 年度か
ら開設することとした。

　
　法政大学は、上記④でも示されているように、

「HOSEI2030」に基づき、2020 年に総長室付教学企画
室によって「法政大学 DX 推進計画」を策定している。
法政大学教育開発支援機構教育開発・学習支援（LF）
センター長の山本兼由は、この計画について、「教育環
境の高度化、教育（手法／内容）の高度化、教育支援
の高度化を柱として、デジタルリテラシー教育、個人
情報保護、デジタルデバイドの解消、諸手続きのデジタ
ル化の共通施策を加え，高度な教育研究を支援すること」
を目指しており、「これまで取り組んできたアナログデータ
をデジタル化するデジタイゼーションとデジタル情報を連
携するデジタライゼーションを基盤とした」と述べてい
る（山本 2022:8）。その上で、当面の課題は「新しい
デジタル技術を用いた教育開発および学習支援と本学
デジタル情報ネットワーク HOSEI Hi-DX 構築とその活
用」にあると主張する（山本 2022:9）。
　HOSEI Hi-DX は、文部科学省が公募した「デジタル
を活用した大学・高専教育高度化プラン」の取組①

「学修者本位の教育の実現」に応募した事業「HOSEI 
Hi-DX による個別最適化された学び～法政モデルの実
践」の中核である。この事業が採択され、77,002,000
円の補助金が交付されることとなった。一方、取組②「学
びの質の向上」についても事業「DX を用いた現実を超
える教育の実現」を応募したが、こちらは不採択となっ
ている。
　採択された事業は、教育開発・学習支援センター（LF
センター）および学務部教育支援課を中心に、学務部
学務課、総長室付教学企画室等が協力して実施するこ
ととなった。「法政大学 DX 推進計画」を推進するため
に、山本が中心となり、2021 年度に「法政大学 DX イ
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ニシアティブプロジェクト」が設置された。また、デ
ジタル情報ネットワーク HOSEI Hi-DX 構築を活用する
全学的な教学 DX を推進させるため、2022 年度に設置
された「大学 DP 見直しプロジェクト」で大学全体の「学
位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」を点検・整理し、
2023 年 4 月にそれを改定した。この改定「学位授与
方針（ディプロマ・ポリシー）」は 7 つの項目からなり、
15 学部それぞれのカリキュラムがもつ「学位授与方針

（ディプロマ・ポリシー）」と関連づけられている。
　HOSEI Hi-DX は、法政大学に適した個別最適な学習
を学生に提供することを目的とするデジタル情報シス
テムおよびその活用である。山本によると、このシス
テムは「教育学習時空間システム」と「教育学習ポー
トフォリオシステム」の 2 つのシステムから構成され
ている。「教育学習時空間システム」は、大規模授業
のオンデマンド化、ハイフレックス授業・反転授業の
実施など授業形態の構成および教室授業、教室非設定
授業の構成を把握するものである。一方、「教育学習
ポートフォリオシステム」は学習記録・活動記録・自
己評価およびディプロマ・インジケータを収容し、こ
れらのリフレクションに活用するシステムである（山
本 2021:14）。そして、これらのシステムを活用するこ
とによって、学部カリキュラムや教育プログラムの改
善および教員個別の授業改善を支援するため、以下の
5 つの取り組みを展開する（山本 2021:15）。
　

⑴　システムユーザビリティ向上と多様なデータ分
析（LMS 起点のシステム連携）

⑵　個々の学生に応じた履修モデルの作成（履修行
動パターンの分析等）

⑶　学習カルテの作成・活用（学習記録・活動記録）
⑷　成績不振者等への指導・オンライン面談
⑸　学習カルテの充実化（指導・対応履歴の蓄積）

　
　これらの取り組みを PDCA サイクル化することに
よって、学生個別に最適化される授業レベルの学習お
よびカリキュラムレベルの学修の実現を目指す。法政
大学 (2021) によると、この事業は、LF センターが中
心となり、総長、担当副学長、学部・研究科と連携し
て推進される。LF センターは学生の学習支援および教
員の授業改善を支援する全学 FD（ファカルティ・ディ
ベロップメント）推進組織である。さらに、施設設備
整備については、総合情報センター、情報メディアを
活用した教育の支援については、情報メディア教育研
究センター、IR のための情報収集・調査・分析につい
ては、大学評価室、さらに関連する事務局がこの事業
に参加する。
　また、全学的な教育効果の測定とその検証は LF セ
ンターおよびその上位機関である教育開発支援機構が
中心になって行う予定である。加えて、カリキュラム

や教育プログラムレベルの検証では、学部学科などが
学生のカリキュラム修得状況や学習ニーズを適宜把握
しながら実施できる支援を行う予定である。これらの
検証は、学部学科などが実施する「学生モニター制度」
のヒアリングから聴取される意見を参考にする。また、
本学の大学評価委員会の外部委員など、第三者による
評価を実施し、評価指標の適切性や達成状況等の評価
を確認する。
　この事業の達成目標は以下の 3 点である。
　①多様な授業形態で実施している授業科目が全授業
の 50％以上
　②履修指導時に学習カルテを利用した専任教員が専
任教員の 75％以上
　③個別最適化された学びを体感している学生が学生
モニター全体の 75% 以上
　法政大学は、2021 年 9 月に法政大学データサイエ
ンスセンターを設置した。総長室付教学企画室が中心
となって運営されるセンターでは、全学部共通科目と
して「法政大学数理・データサイエンス・AI プログ
ラム（略称：MDAP: Mathematics, Data science, and AI 
Program）」の「リテラシーレベル」と「応用基礎レベル」
を開講し、それぞれ文部科学省「数理・データサイエ
ンス・AI 教育プログラム（応用基礎レベル）」認定制
度に認定されている。本プログラムは、オンデマンド
授業として開講し、プログラム修了者には、デジタル
証明書としてオープンバッジ（サティフィケート）を
授与している。これらの科目は、教育開発支援機構で
設置する「全学共通教育プラットフォーム」で管理され、
15 学部すべての学生が履修できる。
　
小結：今後の課題
　
　本稿は、冒頭で述べたようにユネスコによる「高等
教育機関におけるデジタル統合評価研究プロジェクト」
の一部であり、日本の高等教育 DX 政策およびケース
スタディの一つとして、法政大学における高等教育 DX
政策の現状を取り上げた。ユネスコが示した高等教育
機関における DX の現状、教育・学習プロセスへの影響、
教育者・学生のデジタル・コンピテンシー育成といっ
た 3 つの観点のうち、第一の観点について情報を整理
したにとどまる。ケーススタディとして取り上げた法
政大学自身も達成目標に合わせた評価を進めつつあり、
今後はユネスコの視点を用いつつ、法政大学と連携し
ながら評価分析を進める必要がある。
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